
一橋論叢　第118巻　第1号　平成9年（1997年）7月号　（130）

非
嫡
出
子
差
別
と
憲
法

　
　
　
ー
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
を
中
心
に
－

「
非
嫡
出
子
に
不
利
益
を
課
す
る
こ
と
は
、
法
的
な
負
担
は
、
個
人
の

責
任
ま
た
は
非
行
に
な
ん
ら
か
の
関
連
性
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
、
つ

我
々
の
制
度
の
根
本
概
念
に
反
す
る
」
（
ウ
ェ
ー
バ
ー
判
決
、
一
九
七

二
年
）

「
こ
れ
は
、
た
と
え
て
い
え
ぱ
、
正
に
『
親
の
因
果
が
子
に
報
い
』
式

の
仕
打
ち
で
あ
り
、
人
は
自
己
の
非
行
の
み
に
よ
っ
て
罰
又
は
不
利
益

を
受
け
る
と
い
う
近
代
法
の
基
本
原
則
に
も
背
反
し
て
い
る
」
（
東
京

高
裁
一
九
九
三
年
（
平
成
五
年
）
六
月
二
三
日
決
定
、
判
例
タ
イ
ム
ズ

第
八
二
三
号
二
＝
一
頁
）

は
じ
め
に

周
知
の
と
お
り
、
わ
が
民
法
第
九
〇
〇
条
第
四
項
但
し
書
前
段

は
、
法
定
相
続
に
あ
た
ウ
て
の
非
噺
出
子
の
相
続
分
を
嫡
出
子
の

根
　
　
本

猛

半
分
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
つ
い
て
、
最
高
裁
判
所
は
、

一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
七
月
五
日
、
一
〇
対
五
の
多
数
決
で
、

憲
法
に
違
反
し
な
い
と
い
う
決
定
を
下
し
た
。

　
一
方
、
こ
の
規
定
に
関
し
て
は
、
法
改
正
の
動
き
が
進
行
中
で

あ
る
。
法
務
省
は
、
昨
年
初
め
、
夫
婦
別
姓
の
導
入
を
柱
と
す
る

民
法
改
正
要
綱
を
ま
と
め
た
。
そ
の
な
か
で
は
、
非
嫡
出
子
の
法

定
相
続
分
に
つ
い
て
も
現
行
の
規
定
を
改
め
嫡
出
子
と
同
等
に
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
小
さ
な
課
題
は
残
さ

れ
た
（
子
の
姓
（
氏
）
の
決
定
方
法
、
再
婚
禁
止
期
間
の
存
置
）

と
は
い
え
、
こ
の
民
法
改
正
要
綱
は
、
結
婚
や
出
産
な
ど
の
家
族

の
問
題
に
関
し
て
、
伝
統
的
な
価
値
観
に
支
配
さ
れ
て
き
た
わ
が

国
の
社
会
が
、
個
人
の
多
様
性
を
認
め
合
え
る
社
会
に
一
歩
を
踏

み
出
す
も
の
と
し
て
、
積
極
的
に
評
価
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
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だ
が
、
こ
の
流
れ
は
一
頓
挫
し
て
い
る
。
自
民
党
な
ど
の
保
守

政
党
内
に
は
、
夫
婦
別
姓
の
導
入
へ
の
反
対
論
は
根
強
く
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

民
法
改
正
案
の
閣
議
決
定
は
見
送
ら
れ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

自
民
党
は
こ
の
状
況
に
対
す
る
批
判
を
考
慮
し
て
、
独
自
の
民
法

改
正
案
を
ま
と
め
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ぱ
、
婚
姻
に
あ
た
っ
て
改
姓

し
た
者
の
旧
姓
の
使
用
を
法
的
に
認
め
る
と
い
う
も
の
で
、
法
務

省
で
検
討
さ
れ
て
い
た
と
き
の
お
お
む
ね
C
案
に
相
当
す
る
（
民

法
改
正
要
綱
が
必
要
に
な
っ
た
背
景
を
考
え
れ
ぱ
こ
の
自
民
党
案

は
不
十
分
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
な
に
よ
り
驚

き
な
の
は
、
こ
の
案
で
も
自
民
党
内
の
反
対
論
は
ま
だ
ま
だ
収
ま

り
そ
う
も
な
い
そ
う
で
あ
る
）
。
そ
し
て
、
非
嫡
出
子
の
法
定
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

続
分
の
平
等
化
に
つ
い
て
は
見
送
り
の
方
向
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
わ
が
国
の
状
況
を
簡
単
に
み
た
後
、
非
嫡
出
子
差

別
に
関
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
判
例
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

る
の
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

（
1
）
　
朝
日
新
聞
一
九
九
六
年
五
月
二
〇
日
付
、
六
月
一
八
日
付
（
夕

　
刊
）
。

（
2
）
　
朝
日
新
聞
一
九
九
七
年
三
月
九
日
付
。
結
局
、
こ
の
案
に
も
、

自
民
党
内
で
は
強
硬
な
反
対
意
見
が
続
出
し
、
党
内
の
意
見
取
り
ま

　
と
め
は
断
念
に
至
っ
た
。
朝
日
新
聞
一
九
九
七
年
五
月
九
日
付
。

（
3
）
　
こ
の
問
題
に
関
す
る
邦
語
の
文
献
と
し
て
、
君
塚
正
臣
「
非
嫡

出
子
諸
差
別
の
合
憲
性
」
（
「
性
差
別
司
法
審
査
基
準
論
」
補
章
）
（
一

九
九
六
年
）
、
米
沢
広
一
「
子
ど
も
・
家
族
・
憲
法
」
＝
二
〇
頁

　
（
一
九
九
二
年
）
が
有
益
で
あ
る
。

　
　
　
　
一
　
わ
が
国
の
状
況
－
最
高
裁
判
所
や
学
界
の
見
方

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
一
九
九
五
年
の
決
定
は
、
要
す
る
に
、
相
続
制
度
の
い
か
ん
は

立
法
府
の
合
理
的
な
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
、

「
本
件
規
定
に
お
け
る
嫡
出
子
と
非
嫡
出
子
の
法
定
相
続
分
の
区

別
は
、
そ
の
立
法
理
由
に
合
理
的
な
根
拠
が
あ
り
、
か
つ
、
そ
の

区
別
が
右
立
法
理
由
と
の
関
連
で
著
し
く
不
合
理
な
も
の
で
な
く
、

い
ま
だ
立
法
府
に
与
え
ら
れ
た
合
理
的
な
裁
量
判
断
の
限
界
を
超

え
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
合
理
的
理
由
の
な
い
差
別
と

は
い
え
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
最
高
裁
判
所
の
多
数
意
見
の
な
か
に
は
、
わ
が
民
法
が
非
嫡
出

子
の
相
続
分
を
半
分
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
非
嫡
出
子
の
個
人
の

尊
厳
に
も
そ
れ
な
り
に
配
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
の

部
分
が
あ
り
、
そ
れ
を
補
強
す
る
意
味
で
、
非
嫡
出
子
の
相
続
分

を
完
全
に
否
定
し
て
い
る
外
国
の
例
が
引
か
れ
て
い
る
。
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「
本
件
規
定
の
立
法
理
由
は
、
法
律
上
の
配
偶
者
と
の
間
に
出

生
し
た
嫡
出
子
の
立
場
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
他
方
、
被
相

続
人
の
子
で
あ
る
非
嫡
出
子
の
立
場
に
も
配
慮
し
て
、
非
嫡
出

子
に
嫡
出
子
の
二
分
の
一
の
法
定
相
続
分
を
認
め
る
こ
と
に
よ

り
、
非
嫡
出
子
を
保
護
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
法
律
婚

の
尊
重
と
非
嫡
出
子
の
保
護
の
調
整
を
図
つ
た
も
の
と
解
さ
れ

る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
民
法
が
法
律
婚
主
義
を
採
用
し

て
い
る
以
上
、
法
定
相
続
分
は
婚
姻
関
係
に
あ
る
配
偶
者
と
そ

の
子
を
優
遇
し
て
こ
れ
を
定
め
る
が
、
他
方
、
非
嫡
出
子
に
も

一
定
の
法
定
相
続
分
を
認
め
て
そ
の
保
護
を
図
っ
た
も
の
で
あ

る
と
解
さ
れ
る
」
（
多
数
意
見
）

「
我
が
国
に
お
い
て
は
、
欧
米
に
お
け
る
と
異
な
り
、
婚
外
子

に
よ
る
相
続
を
否
定
す
る
考
え
に
乏
し
い
と
い
っ
て
よ
い
」

「
い
ま
本
件
に
お
い
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
し
ば
し
ば
引

用
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
非
嫡
出
子

（
婚
外
子
）
に
被
相
続
人
の
子
と
し
て
の
権
利
そ
れ
自
体
を
否

定
し
た
立
法
の
当
否
で
は
な
く
、
婚
外
子
を
も
被
相
続
人
の
相

続
人
の
一
に
加
え
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
た
上
で
の
、
相

続
分
割
合
の
当
否
を
い
う
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
（
可
部
恒

雄
裁
判
官
の
補
足
意
見
）

　
し
か
し
、
法
の
下
の
平
等
や
平
等
保
護
に
関
し
て
は
、
平
等
か

平
等
で
な
い
の
か
が
決
定
的
な
の
で
あ
っ
て
、
平
等
で
な
い
場
合

の
そ
の
程
度
は
二
次
的
な
重
要
性
し
か
も
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
外
国
例
へ
の
言
及
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
一
方
、
学
界
の
状
況
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
は
現
在
で

こ
そ
盛
ん
に
議
論
さ
れ
、
少
な
く
と
も
学
界
で
は
違
憲
説
が
大
半

と
み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
状
況
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で
あ
る
。

一
世
代
前
の
学
界
の
動
向
は
、
こ
の
規
定
に
は
触
れ
な
い
か
そ
の

合
憲
性
を
支
持
す
る
の
が
主
流
だ
っ
た
。
一
例
を
あ
げ
れ
ぱ
、

「
憲
法
が
婚
姻
に
重
き
を
お
い
て
い
る
点
か
ら
見
て
、
お
そ
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

憲
法
の
容
認
す
る
と
こ
ろ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
、
「
（
憲
法
第

二
四
条
が
）
婚
姻
を
尊
重
す
る
立
場
に
立
づ
て
い
る
こ
と
か
ら
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
、
あ
え
て
違
憲
と
は
い
え
な
い
」
な
ど
と
す
る
。

　
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
も
、
一
九
六
〇
年
代
な
か
ぱ
ま
で
は
、
ち

ょ
う
ど
わ
が
国
の
一
世
代
前
の
学
界
の
状
況
と
同
様
に
、
非
嫡
出

子
差
別
が
議
論
の
中
心
に
な
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
だ
が
、
以

下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
後
の
展
開
は
め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ

る
。

（
4
）
　
民
集
第
四
九
巻
第
七
号
一
七
八
九
頁
。
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筆ε互

富
澤
俊
義
「
全
訂
日
本
国
憲
法
」
二
六
四
頁
（
一
九
七
八
年
）
。

樋
口
陽
一
他
「
注
釈
日
本
国
憲
法
」
五
六
四
頁
（
中
村
睦
男
執

（
一
九
八
四
年
）
。

二
　
一
九
七
〇
年
代
の
動
揺
と
分
裂

次
に
掲
げ
る
説
示
は
、
最
高
裁
判
所
の
非
嫡
出
子
差
別
に
対
す

る
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
て
い
る
と
い
う
て
よ
い
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
の
部
分
は
後
の
判
例
に
お
い
て
も
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
非
嫡
出
子
の
地
位
は
、
時
代
を
通
じ
て
、
婚
姻
の
絆
の
彼
方

　
に
あ
る
無
實
任
な
密
通
に
対
す
る
社
会
的
非
難
と
い
う
形
で
表

明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
子
に
こ
の
非
難
を
加
え
る
こ
と
は

非
論
理
的
で
不
公
正
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
非
嫡
出
子
に
不
利
益

を
課
す
る
こ
と
は
、
法
的
な
負
担
は
、
個
人
の
責
任
ま
た
は
非

行
に
な
ん
ら
か
の
関
連
性
を
も
つ
べ
き
で
あ
る
と
い
う
我
々
の

制
度
の
根
本
概
念
に
反
す
る
。
ど
ん
な
子
に
も
そ
の
生
ま
れ
に

は
責
任
が
な
く
、
非
嫡
出
子
の
処
罰
は
両
親
の
行
動
を
抑
止
す

る
に
は
効
果
の
な
い
1
不
公
正
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
1
方

法
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
裁
判
所
に
は
、
こ
う
し
た
不

運
な
子
が
う
け
る
社
会
的
非
難
を
防
止
す
．
る
力
は
な
い
。
し
か

　
し
、
平
等
保
護
条
項
は
、
我
々
に
、
そ
の
分
類
が
1
本
件
の

　
よ
う
に
1
正
当
な
州
の
利
益
1
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
も
の
に

　
せ
よ
、
そ
れ
以
外
の
も
の
に
せ
よ
－
に
よ
う
て
正
当
化
さ
れ

　
な
い
場
合
、
生
ま
れ
の
地
位
に
関
連
す
る
差
別
的
な
法
を
違
憲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昌
）

　
と
す
る
権
限
を
与
え
て
く
れ
る
」

　
だ
が
、
こ
の
時
期
の
判
例
の
歩
み
は
こ
の
説
示
だ
け
で
す
む
ほ

ど
平
坦
で
は
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

最
高
裁
判
所
が
初
め
て
非
嫡
出
子
差
別
に
取
り
組
ん
だ
の
は
そ
れ

ほ
ど
過
去
の
話
で
は
な
か
っ
た
。
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
一
九
六
八
年
の
レ
ビ
ィ
判
決
で
、
最
高
裁
判
所
は
、
史
上
初
め

て
、
非
嫡
出
子
差
別
に
違
憲
判
決
を
下
し
た
。
こ
こ
で
争
わ
れ
た

の
は
、
両
親
が
不
法
行
為
で
死
亡
し
た
場
合
に
そ
の
損
害
賠
償
請

求
権
を
非
嫡
出
子
が
承
継
で
き
な
い
と
す
る
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
法
だ

っ
た
（
本
件
で
は
、
非
嫡
出
子
が
母
親
の
死
亡
に
つ
い
て
提
訴
し

て
い
た
）
。
六
対
三
の
多
数
派
を
代
表
す
る
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
の

法
廷
意
見
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
宕
。

　
「
生
ま
れ
の
嫡
出
性
・
非
嫡
出
性
は
、
そ
の
母
親
に
降
り
か
か

　
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い
る
不
法
行
為
の
性
質
と
は
な
ん
の
関
連

　
性
も
な
い
。
原
告
の
子
ど
も
た
ち
は
、
非
嫡
出
子
で
は
あ
る
が
、

　
彼
女
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
。
彼
女
は
彼
ら
の
世
話
を
し
て
、
そ
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し
て
養
育
し
た
。
彼
ら
は
、
実
際
に
、
生
物
学
的
な
意
味
で
も

　
精
神
的
な
意
味
で
も
、
彼
女
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
女

　
の
死
に
よ
っ
て
、
扶
養
さ
れ
て
い
た
者
な
ら
だ
れ
で
も
受
け
る

　
被
害
を
受
け
た
の
で
あ
る
」

　
レ
ビ
ィ
判
決
は
、
ち
ょ
う
ど
、
人
種
差
別
に
お
け
る
プ
ラ
ウ
ン

（
m
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

判
決
や
性
差
別
に
お
け
る
リ
ー
ド
判
決
の
よ
う
に
、
こ
の
領
域
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

リ
ー
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
ス
と
な
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ

と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
か
っ
た
。

　
最
高
裁
判
所
は
、
一
九
七
一
年
、
一
転
し
て
、
レ
イ
バ
イ
ン

（
蝸
）

判
決
で
、
非
嫡
出
子
に
遺
産
相
続
権
を
認
め
な
い
ル
イ
ジ
ア
ナ
州

法
（
例
外
的
に
、
非
相
続
人
に
親
族
が
な
く
、
遺
産
が
州
に
帰
属

す
る
場
合
に
は
相
続
し
う
る
）
の
合
憲
性
を
、
五
対
四
で
支
持
し

た
。　

ブ
ラ
ヅ
ク
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
、
家
族
法
が
州
に
委
ね
ら
れ

て
き
た
領
域
で
あ
る
こ
と
を
引
き
な
が
ら
、
遺
産
処
理
を
規
制
す

る
権
限
は
、
連
邦
憲
法
及
び
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
民
に
よ
っ
て
、
ル
イ

ジ
ア
ナ
州
議
会
に
託
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
憲
法
の
個

別
の
保
障
に
抵
触
し
な
け
れ
ば
、
可
能
な
法
律
の
な
か
か
ら
ひ
と

つ
を
選
ぶ
の
は
、
州
議
会
で
あ
っ
て
、
最
高
裁
判
所
の
終
身
の
裁

判
官
で
は
な
い
と
も
述
べ
て
い
る
。
平
等
保
護
条
項
違
反
を
理
曲

に
非
嫡
出
子
に
対
す
る
差
別
を
違
憲
と
し
た
い
く
つ
か
の
先
例
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
強
度
の
平
等
を
要
求
す
る
も
の
と
読
む
こ

と
は
で
き
な
い
と
片
付
け
、
非
嫡
出
子
と
嫡
出
子
と
の
区
別
は
、

家
族
法
に
お
け
る
、
傍
系
と
直
系
、
尊
属
と
卑
属
、
妻
と
妾
の
区

別
と
選
ぶ
と
こ
ろ
は
な
い
と
理
由
づ
け
て
い
る
。

　
両
判
決
の
相
反
す
る
結
論
は
、
不
法
行
為
法
と
相
続
法
の
違
い

（
承
継
を
認
め
な
け
れ
ば
不
法
行
為
者
を
利
す
る
結
果
に
な
る
の

に
対
し
て
、
家
族
法
の
領
域
で
の
州
の
権
限
は
大
き
い
）
や
父
母

の
別
（
レ
ビ
ィ
判
決
は
母
親
の
権
利
の
承
継
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

レ
イ
バ
イ
ン
判
決
は
父
親
か
ら
の
相
続
だ
っ
た
）
に
よ
っ
て
説
明

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
番
は
っ
き
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

し
て
い
る
の
は
、
裁
判
官
の
交
代
で
あ
る
。
レ
イ
バ
イ
ン
判
決
で

合
憲
性
を
支
持
し
た
多
数
派
は
、
レ
ビ
ィ
判
決
の
反
対
意
見
の
三

人
の
裁
判
官
に
新
任
の
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
と
ブ
ラ
ツ
ク
マ
ン

裁
判
官
が
加
わ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
一
方
、
レ
ビ
ィ
判
決
で
違
憲

の
立
場
だ
っ
た
多
数
派
か
ら
、
一
九
六
九
年
に
ウ
ォ
ー
レ
ン
首
席

裁
判
官
と
フ
ォ
ー
タ
ス
裁
判
官
が
引
退
・
辞
任
し
て
少
数
派
に
転

落
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
と
こ
ろ
が
、
一
九
七
七
年
の
ト
リ
ン
ブ
ル
判
決
で
、
最
高
裁
判

所
は
、
ほ
ぽ
同
様
の
事
案
に
つ
い
て
、
や
は
り
五
対
四
の
僅
差
だ
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（
1
7
）

っ
た
が
、
今
度
は
反
対
の
結
論
を
下
し
た
。
こ
の
時
期
の
非
嫡
出

子
差
別
事
件
で
鍵
を
握
る
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
述
べ

て
い
る
。
法
廷
意
見
は
、
ま
ず
、
レ
イ
バ
イ
ン
判
決
に
つ
い
て
、

「
レ
イ
バ
イ
ン
判
決
を
当
裁
判
所
の
平
等
保
護
判
決
の
な
か
に
据

え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
そ
の
後
の
判
決
は
、
そ
の
先
例
と
し

て
の
拘
東
力
を
限
定
し
て
き
た
」
と
す
る
。

　
法
廷
意
見
は
、
家
族
に
対
す
る
州
の
関
心
と
い
う
立
法
旦
的
は

肯
定
し
な
が
ら
、
分
析
を
さ
ら
に
進
め
る
。
レ
イ
バ
イ
ン
判
決
が

顧
み
な
か
づ
た
立
法
目
的
と
手
段
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
法
廷
意

見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
後
の
判
決
は
、
「
州
は
、
そ
の
正
統
で
な
い

関
係
か
ら
生
ま
れ
た
子
に
制
裁
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
女

の
行
動
に
影
響
を
与
え
よ
う
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
主

　
　
　
　
　
（
㎎
）

張
」
を
拒
否
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
翌
一
九
七
八
年
の
ラ
リ
判
決
は
、
ト
リ
ン
ブ
ル
判
決
を
修
正
し

た
か
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
最
高
裁
判
所
は
、
こ
こ
で
も
五
対

四
の
多
数
決
で
、
非
嫡
出
子
が
父
親
の
遺
産
を
相
続
す
る
に
は
、

権
限
あ
る
裁
判
所
に
よ
っ
て
、
父
親
の
死
亡
前
に
父
性
が
確
定
さ

れ
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
す
る
ニ
ュ
ー
ヨ
i
ク
州
法
を
支
持

し
た
。
し
か
し
、
ラ
リ
判
決
は
、
父
性
の
証
明
と
い
う
限
定
さ
れ

た
問
題
、
い
わ
ば
手
続
的
問
題
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
正
統
な
家
族
関
係
の
維
持
と
い
う
正
当

化
理
由
は
争
点
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
パ
ウ
エ
ル
相
対
多
数
意
見
は
、
ト
リ
ン
ブ
ル
判
決
で
違
憲
と
さ

れ
た
州
法
と
本
件
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
法
が
異
な
る
こ
と
を
強
調

　
（
加
）

す
る
。
要
す
る
に
、
「
本
件
で
争
点
と
な
っ
て
い
る
た
だ
ひ
と
つ

の
要
件
は
、
父
親
の
死
亡
前
に
裁
判
手
続
で
父
性
空
旦
言
さ
れ
て

い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
証
拠
上
の
も
の
で
あ
る
」
。
そ
し

て
、
こ
の
要
件
が
州
の
利
益
と
実
質
的
関
連
性
を
も
つ
か
否
か
が

問
わ
れ
る
。
州
の
利
益
と
は
、
遺
産
の
迅
速
か
つ
秩
序
あ
る
処
理

で
あ
る
。
こ
の
利
益
は
父
性
の
証
明
の
問
題
に
直
接
結
び
つ
い
て

い
る
。
相
対
多
数
意
見
に
よ
れ
ば
、
母
性
の
証
明
と
対
照
的
に
父

性
の
証
明
は
困
難
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
時
期
の
判
例
の
揺
れ
に
つ
い
て
は
、
統
一
的
な
原
則
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

る
わ
け
で
な
く
説
明
は
困
難
と
す
る
見
方
が
一
般
的
で
あ
る
。
そ

れ
で
も
、
な
ん
と
か
、
∵
貫
性
を
持
た
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
米
沢

広
一
の
よ
う
に
、
「
正
式
な
家
族
関
係
を
保
護
す
る
た
め
に
、
非

難
の
ほ
こ
先
を
非
嫡
出
子
に
向
け
不
利
益
扱
い
す
る
こ
と
は
、
憲

法
上
許
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
非
嫡
出
子
の
父
子
関
係
が
不
明
確

な
場
合
が
し
ぱ
し
ぱ
あ
る
の
で
、
遺
産
相
続
や
社
会
保
障
給
付
の

正
確
化
、
効
率
化
の
た
め
に
、
非
嫡
出
子
に
対
し
て
、
認
知
や
実
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際
の
扶
養
等
に
よ
う
て
父
子
関
係
の
存
在
を
示
す
よ
う
要
求
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

こ
と
は
、
憲
法
上
許
容
さ
れ
う
る
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
論
争
的
な
問
題
で
は
裁
判
官
の
意
見
が
真
っ

二
つ
に
分
か
れ
、
結
論
も
か
な
り
揺
れ
動
い
た
、
分
裂
と
動
揺
の

時
期
だ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
本
項
の
冒
頭
に
引

用
し
た
ウ
ェ
ー
パ
ー
判
決
の
よ
う
に
全
員
一
致
に
近
い
違
憲
判
決

も
少
な
く
な
い
か
ら
、
非
嫡
出
子
差
別
の
重
要
性
に
つ
い
て
あ
る

程
度
の
共
通
認
識
の
う
え
で
の
こ
と
で
あ
る
が
。

（
7
）
　
ω
箒
＝
的
雪
一
向
■
o
凹
目
巳
目
o
日
O
o
目
9
；
E
二
〇
目
』
宛
鼠
す
房
9
－
＝
o
．

　
O
q
－
ζ
目
邑
一
耐
O
サ
一
ρ
『
o
自
．
－
o
①
o
o
－
－
㊤
o
o
〇
一
－
o
－
．
向
＞
；
・
r
・
｛
o
メ
｛
－
ω
．
－
ム

　
（
お
o
o
o
－
o
o
－
）
．

（
8
）
寿
痔
；
ー
ぎ
妻
O
窒
冨
ξ
俸
。
。
目
邑
く
’
§
戸
ω
・
冨
戸

　
ミ
蜆
（
お
s
）
．

（
9
）
r
2
二
ー
ピ
昌
邑
彗
団
一
肇
⊂
．
ω
－
2
（
一
嚢
）
・

（
1
0
）
零
o
ミ
目
く
ー
寄
彗
o
9
畠
暮
呉
一
昌
一
ω
ミ
C
・
ω
・
お
ω

　
（
5
邊
）
．

（
u
）
　
宛
o
＆
く
．
カ
需
p
き
ト
⊂
‘
ω
1
ご
（
冨
ご
）
1

（
1
2
）
　
ω
3
目
o
o
實
一
呉
ε
o
．

（
1
3
）
　
巨
巨
昌
く
■
≦
昌
雪
F
し
昌
ご
．
ω
■
蜆
S
（
お
昌
）
。
こ
の
判
決

　
に
つ
い
て
は
、
［
一
九
七
三
］
ア
メ
リ
カ
法
一
一
〇
頁
に
三
木
妙
子

　
の
解
説
が
あ
る
。

（
1
4
）
　
ζ
彗
“
≡
品
三
昌
害
く
嘗
o
9
；
一
？
o
冨
o
＝
o
P
－
竃
o

　
＞
葭
冒
一
ω
↓
一
－
．
－
－
o
o
蜆
ゴ
o
o
ω
ω
1

（
1
5
）
　
5
1
9
o
o
ω
｛
1

（
1
6
）
　
⇒
ヨ
巨
o
く
・
O
o
a
昌
し
ω
o
⊂
、
ω
。
ぎ
N
（
冨
ミ
）
。
こ
の
判
決

　
に
つ
い
て
は
、
［
一
九
七
八
］
ア
メ
リ
カ
法
二
六
三
頁
に
浅
見
公
子

　
の
解
説
が
あ
る
。

（
1
7
）
　
こ
の
違
憲
の
結
論
に
も
裁
判
官
の
交
代
が
一
役
買
ウ
て
い
る
。

　
レ
イ
バ
イ
ン
判
決
の
多
数
派
か
ら
一
九
七
一
年
に
ブ
ラ
ツ
ク
、
ハ
ー

　
ラ
ン
両
裁
判
官
が
引
退
し
、
そ
の
後
任
の
う
ち
パ
ウ
エ
ル
裁
判
官
が

　
違
憲
説
の
少
数
派
に
加
わ
っ
て
（
も
う
一
人
の
レ
ー
ン
ク
ィ
ス
ト
裁

　
判
官
は
合
憲
説
）
、
ト
リ
ン
ブ
ル
判
決
の
新
し
い
多
数
派
が
形
成
さ

　
れ
た
の
で
あ
る
（
一
九
七
五
年
に
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
も
引
退
し
た
が

　
そ
の
後
任
の
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ズ
裁
判
官
は
ダ
グ
ラ
ス
裁
判
官
と
同
じ

　
違
憲
説
）
。

（
1
8
）
　
こ
の
州
法
の
合
憲
性
を
支
持
し
た
イ
リ
ノ
イ
州
最
高
裁
判
所
は
、

　
そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
コ
モ
ン
ロ
ー
上
は
全
く
相
続
で
き
な

　
い
の
に
母
親
か
ら
は
相
続
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
は
非
嫡
出
子
の
境

　
遇
の
改
善
が
目
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
（
巨
冨
雰
冨
益
o
｛

　
丙
彗
竃
ふ
二
＝
．
旨
ε
一
ω
墨
z
．
向
．
M
」
M
蓬
（
お
ぎ
）
）
が
、
わ
が
最

　
高
裁
判
所
の
合
憲
決
定
の
理
由
づ
け
と
一
脈
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
1
9
）
　
「
與
…
く
．
巨
；
お
o
ζ
。
ω
一
N
9
（
冨
富
）
．
こ
の
判
決
に
つ
い

　
て
は
、
二
九
八
ニ
ア
メ
リ
カ
法
一
六
七
頁
に
釜
田
泰
介
の
解
説

　
が
あ
る
。

（
2
0
）
　
両
判
決
の
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
ボ
ー
ト
を
投
じ
た
の
は
パ
ウ
エ
ル

　
裁
判
官
だ
が
、
権
利
の
実
体
に
及
ぶ
と
き
は
違
憲
、
父
牲
の
証
明
の
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手
続
に
関
す
る
と
き
は
合
憲
と
い
う
立
場
は
、
性
差
別
及
び
非
嫡
出

　
子
の
親
に
対
す
る
差
別
が
争
点
と
な
っ
た
一
九
七
九
年
の
キ
ャ
バ
ン

　
判
決
（
O
き
彗
く
。
冬
o
事
曽
昌
＆
一
宣
－
C
、
ω
。
ω
o
．
o
（
ε
お
）
）
及
び

　
パ
ラ
ム
判
決
（
～
『
ま
昌
く
■
庄
長
幕
ω
一
忘
－
o
・
ψ
ω
ミ
（
－
o
お
）
）

　
に
お
い
て
も
み
ら
れ
る
。

（
2
1
）
　
君
塚
正
臣
は
、
ア
メ
リ
カ
の
判
例
の
揺
れ
は
説
明
困
難
と
し
て

　
「
ア
メ
リ
カ
の
判
例
に
引
き
づ
ら
れ
る
こ
と
な
く
」
、
わ
が
国
の
問
題

　
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
（
前
掲
三
一
五
頁
）
。
ま
た
、
松
井

　
茂
記
も
「
非
嫡
出
子
に
関
す
る
最
高
裁
の
態
度
は
、
激
し
く
動
揺
し

　
て
い
る
」
（
「
ア
メ
リ
カ
憲
法
入
門
」
（
第
三
版
）
二
八
○
頁
（
一
九
九

　
五
年
）
）
と
分
析
す
る
。
さ
ら
に
、
ζ
き
N
は
、
判
例
の
間
に
は
統

　
一
的
な
原
則
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
こ
の
領
域
で
の
裁
判
所
の

　
役
割
に
つ
い
て
著
し
く
異
な
る
考
え
方
を
も
つ
裁
判
官
た
ち
の
合
従

　
連
衡
の
結
果
と
し
て
説
明
す
る
の
が
ベ
ス
ト
」
（
ζ
筆
N
る
；
♂
）

　
と
突
き
放
し
て
い
る
。

（
2
2
）
　
米
沢
広
一
、
前
掲
二
二
九
頁
。

三
　
一
九
八
○
年
代
の
違
憲
判
例
確
立
へ

　
一
九
八
○
年
代
に
入
っ
て
か
ら
の
判
例
の
展
開
は
安
定
し
て
い

る
と
い
え
る
。
こ
の
時
期
に
最
高
裁
判
所
で
争
わ
れ
た
の
は
、
非

嫡
出
子
に
は
嫡
出
子
に
認
め
ら
れ
て
い
る
権
利
な
ど
を
全
く
認
め

な
い
と
い
う
レ
イ
バ
イ
ン
判
決
や
ト
リ
ン
ブ
ル
判
決
な
ど
で
問
題

に
な
っ
た
タ
イ
プ
の
事
案
で
は
な
く
、
非
嫡
出
子
が
父
親
に
対
す

る
父
性
の
確
定
の
出
訴
期
限
を
め
ぐ
る
訴
訟
と
い
う
い
わ
ば
非
嫡

出
子
の
権
利
の
実
現
に
お
け
る
手
続
的
な
制
約
で
あ
っ
た
。
そ
の

意
味
で
は
、
裁
判
官
の
意
見
が
大
き
く
割
れ
た
末
に
合
憲
の
結
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

が
出
た
ラ
リ
判
決
や
ル
ー
カ
ス
判
決
な
ど
の
系
譜
に
近
い
訴
訟
で

あ
っ
た
。

　
1
　
、
ミ
ル
ズ
判
決
（
一
九
八
二
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
ま
ず
、
、
ミ
ル
ズ
判
決
で
は
、
非
嫡
出
子
が
父
親
か
ら
養
育
費
を

得
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
非
嫡
出
子
の
出
生
か
ら
一
年
以
内
に

父
性
の
確
定
の
訴
え
を
提
起
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
す
る
テ
キ

サ
ス
州
法
の
合
憲
性
が
争
わ
れ
た
。
最
高
裁
判
所
は
結
論
に
つ
い

て
は
全
員
一
致
で
一
年
の
出
訴
期
限
を
違
憲
と
判
断
し
た
。
レ
ー

ン
ク
ィ
ス
ト
裁
判
官
の
法
廷
意
見
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

　
先
例
と
平
等
保
謹
原
則
に
よ
れ
ば
、
非
嫡
出
子
が
養
育
費
を
得

る
機
会
は
実
体
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
権
利
を

主
張
す
る
た
め
の
期
間
は
、
婚
姻
外
子
の
出
生
を
し
ば
し
ば
取
り

巻
く
個
人
的
、
家
庭
的
、
そ
し
て
財
政
的
に
困
難
な
状
況
の
な
か

で
も
、
提
訴
が
可
能
な
ほ
ど
十
分
に
長
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
非
嫡
出
子
の
養
育
費
訴
訟
の
手
続
が
嫡
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出
子
と
同
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
非

嫡
出
子
の
養
育
費
訴
訟
に
は
、
嫡
出
予
に
は
な
い
、
父
性
の
証
明

と
い
う
問
題
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
時
機
に
遅
れ
た
請
求
ま
た

は
詐
欺
的
請
求
を
封
ず
る
と
い
う
州
の
利
益
は
、
非
嫡
出
子
の
養

育
費
訴
訟
に
は
、
嫡
出
子
よ
り
も
大
き
な
制
約
を
課
す
る
こ
と
を

許
容
す
る
。
こ
の
制
約
は
、
州
の
正
当
な
利
益
と
実
質
的
に
関
連

す
る
限
り
で
平
等
保
護
の
審
査
に
合
格
す
る
。
具
体
的
に
は
、
平

等
保
護
の
分
析
は
二
つ
の
要
件
に
集
約
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
非
嫡

出
子
の
提
訴
の
た
め
に
合
理
的
な
機
会
を
提
供
す
る
ほ
ど
に
出
訴

期
間
が
長
い
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
出
訴
期
限
と
州
の
利

益
と
の
実
質
的
関
連
性
で
あ
る
。

　
通
常
こ
の
訴
訟
を
提
起
す
る
未
婚
の
母
が
直
面
す
る
一
年
以
内

の
提
訴
へ
の
障
害
は
容
易
に
認
識
で
き
る
。
そ
れ
は
、
出
産
の
出

費
や
出
産
に
関
連
す
る
収
入
の
減
少
に
伴
う
財
政
的
困
難
、
子
の

父
と
の
愛
情
の
継
続
、
家
族
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
不
和
を
避
け
た

い
と
い
う
希
望
、
さ
ら
に
、
非
嫡
出
子
を
も
っ
た
こ
と
の
情
緒
的

圧
迫
・
混
乱
で
あ
る
。
母
親
が
財
政
的
援
助
の
必
要
性
を
認
識
し

実
際
に
行
動
を
起
こ
す
に
は
数
カ
月
は
過
ぎ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
二
一
ケ
月
以
内
に
提
訴
し
な
け
れ
ぱ
非
嫡
出
子
が
実
父

か
ら
養
育
費
を
得
る
こ
と
は
永
久
に
で
き
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
非
現
実
的
に
短
い
出
訴
期
限
は
時
機
に
遅
れ
た
請

求
ま
た
は
詐
欺
的
請
求
を
避
け
る
と
い
う
州
の
利
益
と
実
質
的
に

関
連
し
て
い
な
い
。
父
性
の
証
明
は
簡
単
に
片
付
け
ら
れ
な
い
問

題
だ
が
、
我
々
は
、
こ
の
訴
訟
に
不
可
欠
な
証
拠
が
た
っ
た
一
年

の
う
ち
に
散
逸
し
て
し
ま
う
と
か
、
　
一
ニ
ケ
月
の
経
過
が
詐
欺
的

請
求
の
可
能
性
を
認
識
で
き
る
ほ
ど
に
増
加
さ
せ
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
、
と
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

　
才
コ
ナ
ー
裁
判
官
は
、
法
廷
意
見
が
も
っ
と
長
い
出
訴
期
限
の

合
憲
性
に
先
ん
じ
て
判
断
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
現
行
の

テ
キ
サ
ス
州
法
の
四
年
と
い
う
出
訴
期
限
を
支
持
し
た
も
の
と
誤

解
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、
個
別
意
見
を
書
い
て
い
る

（
バ
ー
ガ
ー
首
席
裁
判
官
、
ブ
レ
ナ
ン
、
ブ
ラ
ツ
ク
マ
ン
各
裁
判

官
同
調
）
。

　
そ
の
理
由
は
三
点
に
要
約
で
き
る
。
ま
ず
、
州
に
は
、
非
嫡
出

子
の
真
性
の
養
育
費
請
求
を
実
現
さ
せ
て
福
祉
受
給
者
を
少
な
く

す
る
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
利
益
が
あ
る
。
次
に
、
他
の
訴
因
は

未
成
年
の
間
提
訴
で
き
る
の
に
、
非
嫡
出
子
に
特
有
の
父
性
の
確

定
の
訴
訟
だ
け
が
ほ
ぼ
唯
一
の
特
別
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

州
の
主
張
を
疑
わ
し
め
る
。
そ
し
て
、
法
廷
意
見
が
一
年
以
内
に

提
訴
す
る
こ
と
へ
の
実
際
的
障
害
と
し
て
あ
げ
る
も
の
は
、
数
年
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間
に
わ
た
っ
て
続
く
。
「
要
す
る
に
、
本
件
を
結
論
づ
け
る
な
に

も
の
も
出
生
後
一
年
間
に
特
有
な
も
の
で
は
な
い
」

　
な
お
、
た
だ
一
人
法
延
意
見
に
同
調
し
な
か
っ
た
パ
ウ
エ
ル
裁

判
官
は
、
法
廷
意
見
が
も
っ
と
長
い
出
訴
期
限
に
先
ん
じ
て
判
断

を
示
し
た
も
の
と
読
ん
で
、
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
の
同
意
意
見
に
の

み
賛
成
し
て
い
る
。

　
手
続
的
制
約
と
は
い
え
、
一
年
間
と
い
う
か
な
り
ー
法
廷
意

見
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
非
現
実
的
に
」
（
…
H
雷
＝
竺
8
＝
く
）

短
い
出
訴
期
限
で
あ
う
た
の
で
、
違
憲
の
結
論
は
驚
く
に
あ
た
ら

な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
の
同
意
意
見

が
も
っ
と
長
い
期
間
で
あ
っ
て
も
運
憲
性
は
払
拭
で
き
な
い
と
し

て
い
る
点
が
重
要
で
あ
っ
た
。

　
2
　
ビ
ケ
ッ
ト
判
決
（
一
九
八
三
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
続
く
、
ピ
ケ
ッ
ト
判
決
も
同
様
の
出
訴
期
限
に
か
か
わ
る
。
非

嫡
出
子
の
母
親
が
提
起
し
た
父
性
の
確
定
と
子
の
養
育
費
の
支
払

い
を
求
め
る
訴
訟
で
、
州
少
年
裁
判
所
は
、
出
訴
期
限
を
二
年
と

す
る
テ
ネ
シ
ー
州
法
の
規
定
を
連
邦
憲
法
第
一
四
修
正
の
平
等
保

護
条
項
に
違
反
す
る
と
判
断
し
た
。
し
か
し
、
州
最
高
裁
判
所
は

原
判
決
を
破
棄
し
、
州
法
の
合
憲
性
を
支
持
し
た
。

　
最
高
裁
判
所
は
全
員
一
致
で
原
判
決
を
破
棄
し
問
題
の
規
定
を

違
憲
と
判
断
し
た
。
ブ
レ
ナ
ン
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
述
べ
た
。

　
法
廷
意
見
は
、
過
去
一
五
年
間
の
非
嫡
出
子
差
別
事
件
の
最
高

裁
判
所
判
決
、
な
か
で
も
一
九
七
二
年
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
判
決
を
回

顧
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
非
嫡
出
子
を
嫡
出
子
よ
り
も
不
利
に
扱
っ
て
き
た
歴
史
に
鑑

　
み
、
我
々
は
、
非
嫡
出
に
基
づ
く
制
定
法
上
の
分
類
を
高
次
の

　
レ
ベ
ル
の
審
査
に
服
す
る
も
の
と
し
て
き
た
。
我
々
は
、
非
嫡

　
出
に
基
づ
く
分
類
が
『
違
憲
の
疑
い
が
あ
る
』
も
の
で
は
な
く

　
『
最
も
厳
格
な
審
査
』
に
服
す
る
も
の
で
は
な
い
と
判
断
し
た

　
が
、
そ
の
審
査
は
『
歯
の
な
い
も
の
で
は
な
い
…
…
』
。
合
衆

　
国
対
ク
ラ
ー
ク
判
決
で
、
我
々
は
、
『
非
嫡
出
に
基
づ
く
分
類

　
は
、
制
定
法
が
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
特
定
の
利
益
に
、
明

　
白
か
つ
実
質
的
な
関
連
性
を
も
た
な
い
か
ぎ
り
、
違
憲
で
あ

　
る
』
と
述
べ
た
」

　
本
件
の
よ
う
な
出
訴
期
間
の
制
限
と
い
う
点
で
は
ゴ
メ
ス
判
決

と
ミ
ル
ズ
判
決
が
特
に
関
連
性
が
強
い
と
す
る
。
な
か
で
も
、
ミ

ル
ズ
判
決
で
は
、
平
等
保
護
の
分
析
は
二
つ
の
要
件
に
集
約
さ
れ

る
と
し
た
。
ひ
と
つ
は
非
嫡
出
子
の
提
訴
の
た
め
に
合
理
的
な
機

会
を
提
供
す
る
ほ
ど
に
出
訴
期
間
が
長
い
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
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と
つ
は
出
訴
期
限
と
州
の
利
益
と
の
実
質
的
関
連
性
で
あ
る
。
そ

し
て
、
一
年
の
出
訴
期
限
は
ど
ち
ら
の
要
件
も
満
た
さ
な
い
と
し

た
。
さ
ら
に
、
オ
コ
ナ
ー
同
意
意
見
で
は
、
も
っ
と
長
い
出
訴
期

限
で
も
違
憲
と
な
り
得
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
た
。

　
こ
う
し
た
先
例
に
照
ら
し
て
、
法
廷
意
見
は
、
本
件
の
二
年
の

出
訴
期
限
も
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
結
論
す
る
。
要
す
る

に
、
ミ
ル
ズ
判
決
で
違
憲
判
断
を
導
い
た
理
由
は
、
本
件
に
も
ほ

と
ん
ど
あ
て
は
ま
り
、
こ
の
出
訴
期
限
は
、
効
果
に
お
い
て
、
非

嫡
出
子
の
扶
養
の
権
利
を
消
滅
さ
せ
る
制
約
に
等
し
い
か
ら
で
あ

る
。

　
3
　
ク
ラ
ー
ク
判
決
（
一
九
八
八
年
）

　
目
下
、
非
嫡
出
子
差
別
の
判
例
の
到
達
点
と
思
わ
れ
る
ク
ラ
ー

　
（
〃
）

ク
判
決
は
、
次
の
よ
う
な
事
案
に
か
か
わ
る
。

　
婚
姻
外
で
生
ん
だ
娘
の
出
生
か
ら
一
〇
年
後
、
母
親
は
父
親
と

さ
れ
る
男
性
を
相
手
取
っ
て
養
育
費
の
支
払
い
を
求
め
る
訴
訟
を

提
起
し
た
。
血
液
検
査
の
結
果
、
九
九
・
三
％
の
確
率
で
、
こ
の

男
性
は
娘
の
父
親
に
聞
違
い
な
い
と
さ
れ
た
が
、
裁
判
所
は
父
親

勝
訴
の
判
決
を
下
し
た
。
と
い
う
の
は
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
法

に
よ
れ
ぱ
、
父
性
の
確
定
を
求
め
る
訴
訟
は
非
嫡
出
子
の
出
生
後

六
年
以
内
に
提
起
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。
母
親
は
こ
の
規
定
が
、
連
邦
憲
法
第
一
四
修
正
の
平

等
保
護
条
項
及
ぴ
適
正
手
続
条
項
に
違
反
す
る
と
主
張
し
た
が
、

裁
判
所
は
こ
れ
を
退
け
た
。
州
最
高
裁
判
所
に
上
訴
中
に
、
州
議

会
は
父
性
の
確
定
の
提
訴
期
限
を
一
八
年
と
す
る
新
し
い
州
法
を

制
定
し
た
。
し
か
し
、
州
最
高
裁
判
所
は
、
新
法
の
遡
及
適
用
を

認
め
ず
、
ま
た
、
旧
法
は
合
憲
で
あ
る
と
し
て
、
上
訴
を
退
け
た
。

　
最
高
裁
判
所
は
全
員
一
致
で
原
判
決
を
破
棄
し
問
題
の
規
定
を

違
憲
と
判
断
し
た
。
オ
コ
ナ
ー
裁
判
官
が
法
廷
意
見
を
述
べ
た
。

　
「
州
法
が
第
一
四
修
正
の
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
か
否
か

　
を
判
断
す
る
に
あ
た
っ
て
、
我
々
は
、
分
類
の
タ
イ
プ
に
よ
っ

　
て
、
異
な
る
レ
ベ
ル
の
審
査
基
準
を
適
用
し
て
い
る
。
最
低
限
、

　
制
定
法
上
の
分
類
は
政
府
の
正
当
な
目
的
に
合
理
的
に
関
連
す

　
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
人
種
ま
た
は
出
身
国
に
基
づ

　
く
分
類
、
及
び
基
本
的
権
利
に
影
響
を
与
え
る
分
類
に
は
、
最

　
も
厳
格
な
審
査
が
妥
当
す
る
。
合
理
的
根
拠
の
審
査
と
厳
格
審

　
査
の
両
極
の
あ
い
だ
に
、
中
間
レ
ベ
ル
の
審
査
が
あ
り
、
こ
れ

　
は
、
通
常
、
性
ま
た
は
非
嫡
出
に
基
づ
く
差
別
的
な
分
類
に
適

　
用
さ
れ
て
き
た
。

　
　
中
間
審
査
に
合
格
す
る
に
は
、
制
定
法
上
の
分
類
は
政
府
の
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重
要
な
目
的
に
実
質
的
に
関
連
す
る
も
の
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
、
両
親
の
不
義
の
関
係
を
罰
す
る

た
め
に
非
嫡
出
子
に
重
荷
を
負
わ
せ
る
分
類
を
違
憲
と
判
断
し

て
き
た
。
な
ぜ
な
ら
ぱ
、
『
子
に
こ
の
非
難
を
加
え
る
こ
と
は

非
論
理
的
で
不
公
正
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
・
か
し
、
予
の
扶
養

の
権
利
に
関
す
る
、
出
発
点
と
な
る
事
件
で
、
当
裁
判
所
は
、

『
父
性
の
確
定
に
関
す
る
問
題
が
潜
ん
で
い
る
」
ゆ
え
に
子
の

扶
養
の
文
脈
で
は
、
非
嫡
出
子
に
異
な
る
取
り
扱
い
を
す
る
こ

と
が
適
当
で
あ
る
こ
と
を
承
認
し
た
。

　
当
裁
判
所
は
、
父
性
の
確
定
の
訴
訟
に
適
用
さ
れ
、
そ
の
結

果
養
育
費
を
求
め
る
非
嫡
出
子
の
権
利
を
制
約
す
る
出
訴
期
限

に
対
す
る
、
平
等
保
護
に
基
づ
く
違
憲
の
主
張
を
評
価
す
る
た

め
の
特
別
の
枠
組
み
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。

　
『
第
一
に
、
養
育
費
を
獲
得
す
る
た
め
の
期
間
は
…
－
、
非

嫡
出
子
に
利
害
関
係
が
あ
る
者
に
非
嫡
出
子
の
た
め
の
権
利

主
張
の
合
理
的
な
機
会
を
提
供
す
る
に
十
分
な
ほ
ど
長
く
な

　
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
そ
の
機
会
に
課
さ
れ
た
期
限

　
は
、
時
機
に
遅
れ
た
請
求
や
詐
歎
的
請
求
に
関
す
る
訴
訟
を

回
避
す
る
と
い
う
州
の
利
益
に
実
質
的
に
関
連
す
る
も
の
で

　
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
」

　
、
、
、
ル
ズ
判
決
で
は
一
年
、
ピ
ケ
ヅ
ト
判
決
で
は
二
年
の
出
訴
期

問
が
、
い
ず
れ
も
違
憲
と
さ
れ
た
こ
と
を
引
用
さ
れ
る
。

　
「
こ
う
し
た
先
例
に
照
ら
し
て
、
我
々
は
、
ベ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア

　
州
法
の
六
年
の
出
訴
期
限
は
平
等
保
護
条
項
に
違
反
す
る
と
結

　
論
す
る
。
六
年
で
あ
っ
て
も
、
非
嫡
出
子
の
た
め
に
権
利
を
主

　
張
す
る
合
理
的
な
機
会
を
必
ず
し
も
提
供
す
る
も
の
と
は
い
え

　
な
い
」

　
そ
の
理
由
と
し
て
、
実
父
と
の
関
係
、
非
嫡
出
子
を
も
っ
た
こ

と
の
情
緒
的
圧
迫
や
コ
、
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
や
家
族
の
不
和
を
避
け
た

い
と
い
う
希
望
か
ら
、
父
性
の
確
定
の
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
へ

の
母
親
の
消
極
性
が
出
産
後
何
年
も
続
く
こ
と
、
母
親
が
未
成
年

者
で
あ
る
場
合
、
こ
の
問
題
は
よ
り
深
刻
で
あ
る
こ
と
、
子
の
養

育
の
た
め
に
収
入
が
減
る
こ
と
に
気
づ
く
の
に
時
間
が
か
か
る
か

も
し
れ
な
い
こ
と
、
子
が
成
長
し
種
々
の
費
用
が
か
さ
む
に
つ
れ

経
済
的
な
困
難
は
増
す
可
能
性
が
大
き
い
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い

る
。　

ま
た
、
法
廷
意
見
は
、
六
年
の
期
限
は
実
質
的
関
連
性
を
欠
く

と
す
る
。
そ
の
一
番
の
理
由
は
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
は
、
多
く

の
場
合
に
、
非
嫡
山
山
子
の
誕
生
か
ら
六
年
以
降
も
父
親
が
だ
れ
で

あ
る
か
を
争
点
と
す
る
訴
訟
を
認
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
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に
、
最
近
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
州
が
一
八
歳
ま
で
は
父
性
の
確
定

と
扶
養
を
求
め
る
訴
訟
の
提
起
を
認
め
た
こ
と
は
、
ペ
ン
シ
ル
ベ

ニ
ア
州
が
父
親
が
だ
れ
で
あ
る
か
の
証
明
の
問
題
が
克
服
で
き
な

い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
証
左
だ
と
す
る
。
ま
す
ま
す
高

度
に
な
る
遺
伝
子
の
検
査
で
は
、
子
の
年
齢
に
か
か
わ
り
な
く
、

九
九
％
以
上
の
確
率
で
父
子
関
係
が
証
明
で
き
る
こ
と
も
、
出
訴

期
限
を
設
け
る
こ
と
に
実
質
的
な
理
由
が
あ
る
の
か
疑
わ
せ
る
も

う
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
る
と
結
ん
で
い
る
。

　
こ
の
判
決
の
最
大
の
意
義
は
、
最
高
裁
判
所
が
非
嫡
出
子
差
別

に
対
し
て
中
間
審
査
基
準
を
明
示
的
に
採
用
し
た
こ
と
で
あ
る
。

・
こ
れ
ま
で
は
、
非
嫡
出
子
差
別
に
中
間
的
な
審
査
基
準
が
妥
当
す

る
と
み
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
、
一
九
七
六
年
の
ク
レ
イ
グ

　
（
2
8
）

判
決
以
来
、
性
差
別
に
適
用
さ
れ
て
き
た
中
間
審
査
基
準
と
同
一

の
も
の
か
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
同

様
の
構
造
の
差
別
で
あ
り
な
が
ら
、
結
論
が
、
性
差
別
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

は
違
憲
（
一
九
七
七
年
の
ゴ
ー
ル
ド
フ
ァ
ー
ブ
判
決
）
、
非
嫡
出

子
差
別
に
つ
い
て
は
合
憲
（
一
九
七
六
年
の
ル
ー
カ
ス
判
決
）
と

分
か
れ
た
こ
と
に
着
目
す
れ
ば
、
非
嫡
出
子
差
別
の
審
査
基
準
は

中
間
的
な
も
の
だ
が
、
性
差
別
の
中
問
審
査
基
準
よ
り
は
緩
や
か

な
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。
ク
ラ
ー
ク
判
決
に

よ
る
中
閻
審
査
基
準
の
明
示
的
な
採
用
は
そ
う
し
た
見
方
を
覆
す

も
の
だ
づ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
ル
ー
カ
ス
判
決
が
現
在
の
判
例

の
到
達
点
と
合
致
す
る
も
の
な
の
か
問
わ
れ
る
。
今
後
の
課
題
と

さ
れ
よ
う
（
も
っ
と
も
、
法
廷
意
見
は
ル
ー
カ
ス
判
決
を
先
例
と

し
て
引
用
し
て
い
る
。
ル
ー
カ
ス
判
決
を
中
間
審
査
基
準
に
沿
っ

た
も
の
と
み
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
）
。

　
六
年
と
い
う
比
較
的
長
い
出
訴
期
限
に
つ
い
て
も
実
質
的
関
連

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帥
）

性
を
認
め
な
か
っ
た
点
も
重
要
で
あ
る
。
父
親
の
死
亡
前
に
父
性

が
証
明
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぱ
相
続
を
認
め
な
い
州
法
を
合
憲
と
し

た
ラ
リ
判
決
が
整
合
性
を
も
つ
の
か
問
い
直
さ
れ
る
余
地
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
し
て
、
一
九
八
○
年
代
前
半
の
両
判
決
と
同
様
、
保
守
派
も

含
め
た
全
員
一
致
の
結
論
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
こ
の

時
期
の
最
高
裁
判
所
は
保
守
的
傾
向
を
強
め
た
と
一
般
に
は
理
解

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
、
長
ら
く
リ
ベ
ラ
ル
派
と
保
守
派
の

最
大
の
論
争
に
な
っ
て
い
る
人
工
妊
娠
中
絶
問
題
へ
の
対
応
を
み

れ
ば
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。
人
工
妊
娠
中
絶
の
自
由
を
憲
法
上
保

護
し
そ
の
規
制
に
厳
格
司
法
審
査
を
適
用
し
た
一
九
七
三
年
の
口

　
　
（
㏄
）

1
判
決
へ
の
消
極
的
態
度
を
あ
ら
わ
に
す
る
裁
判
官
が
増
加
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

つ
い
に
、
一
九
八
九
年
の
ウ
ェ
ブ
ス
タ
ー
判
決
で
は
ロ
ー
判
決
変
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更
の
一
歩
手
前
ま
で
い
っ
た
の
と
は
、
ま
さ
に
好
対
照
で
あ
る
。

非
嫡
出
子
差
別
へ
の
懐
疑
的
態
度
は
、
最
高
裁
判
所
の
な
か
で
リ

ベ
ラ
ル
派
．
保
守
派
を
問
わ
ず
、
共
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
た
と

い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

（
2
3
）
　
…
呉
苧
①
ミ
ω
く
．
－
巨
冨
㎝
し
ミ
O
．
ω
。
お
㎝
（
－
o
ぎ
）
■
遺
族
年
金

　
の
支
給
に
関
し
て
、
嫡
出
子
は
自
動
的
に
扶
養
家
族
と
推
定
さ
れ
受

　
給
で
き
る
の
に
対
し
て
、
非
嫡
出
子
に
つ
い
て
は
一
定
の
要
件
に
該

　
当
し
な
い
限
り
、
死
亡
し
た
被
保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

　
証
明
を
求
め
る
社
会
保
障
法
の
規
定
を
六
対
三
で
合
憲
と
し
た
。

（
2
4
）
　
ζ
昌
ω
く
．
＝
き
巨
9
N
♀
き
①
ζ
1
ω
．
彗
（
－
竃
N
）
一

（
2
5
）
ξ
貝
亙
冨
；
§
8
旨
目
団
ま
麦
昌
。
警
妻
冨
；
一
♀

　
曽
＝
昌
印
「
．
宛
睾
■
曽
岨
（
冨
o
。
＾
）
も
、
出
訴
期
限
に
つ
い
て
父
性

　
の
確
定
の
訴
え
だ
け
を
特
別
に
短
く
す
る
こ
と
に
強
い
疑
念
を
示
す
。

（
2
6
）
　
コ
o
ぎ
ヰ
く
．
零
o
峯
目
し
S
戸
印
－
（
－
竃
ω
）
．

（
η
）
　
O
す
『
斥
く
ー
－
①
訂
『
一
紅
o
o
①
⊂
’
ω
ー
ム
蜆
①
　
（
－
o
o
o
o
o
）
－

（
2
8
）
　
O
H
巴
困
く
一
｝
o
『
①
P
心
M
0
C
1
ω
1
－
㊤
o
　
（
－
㊤
↓
①
）
．

（
2
9
）
　
9
；
彗
o
く
．
O
o
δ
｛
彗
σ
し
o
．
o
O
、
ω
．
冨
㊤
（
；
ミ
）
■
遺
族
年

　
金
の
支
給
に
関
し
て
、
死
亡
し
た
被
保
険
者
が
父
親
の
と
き
は
子
は

　
自
動
的
に
扶
養
家
族
と
推
定
さ
れ
受
給
で
き
る
の
に
対
し
て
、
死
亡

　
し
た
被
保
険
者
が
母
親
の
と
き
に
は
、
死
亡
し
た
被
保
険
者
に
実
際

　
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
こ
と
の
証
明
を
求
め
る
社
会
保
障
法
の
規
定
を

　
五
対
四
で
違
憲
と
し
た
。

（
3
0
）
　
よ
り
長
い
出
訴
期
限
に
つ
い
て
は
基
隼
の
適
用
に
困
難
が
伴
う

　
と
さ
れ
た
が
（
之
o
貝
g
蟹
－
）
、
こ
の
懸
念
は
杷
憂
に
終
わ
っ
た

　
よ
う
で
あ
る
。

（
3
1
）
　
法
廷
意
見
で
は
ラ
リ
判
決
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
三

　
木
妙
子
は
、
こ
の
ク
ラ
ー
ク
判
決
の
評
釈
で
、
ラ
リ
判
決
を
「
科
学

　
技
術
の
い
っ
そ
う
の
精
密
化
に
と
も
な
い
問
い
直
さ
れ
て
然
る
べ

　
き
」
と
批
判
し
て
い
る
。
［
一
九
九
〇
］
ア
メ
リ
カ
法
＝
二
二
頁
。

（
肥
）
　
カ
o
o
く
ー
ミ
ぎ
9
ξ
o
く
－
二
ω
（
－
㊤
富
）
．

（
3
3
）
　
ミ
争
9
睾
く
’
宛
ε
『
o
旨
皇
く
①
＝
竃
一
；
ω
雪
ユ
8
し
竃
O
．
ω
ー

　
ム
o
o
（
冨
o
o
o
）
－

ま
と
め

わ
が
国
の
「
分
裂
」
は

ど
の
方
向
へ
向
か
う
か
？

　
以
上
の
検
討
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
も
、
非
嫡

出
子
差
別
の
問
題
が
か
な
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
こ
こ
一
二
〇
年
く
ら
い
の
こ
と
だ
が
、
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
み

る
と
、
非
嫡
出
子
差
別
に
関
し
て
、
裁
判
官
の
見
解
が
大
き
く
分

か
れ
判
例
が
動
揺
し
た
一
九
七
〇
年
代
を
経
て
、
一
九
八
O
年
代

の
違
憲
判
決
の
確
立
に
至
う
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

一
般
に
保
守
派
と
目
さ
れ
る
裁
判
官
も
含
め
て
の
判
断
に
な
っ
て

い
る
。
わ
が
最
高
裁
判
所
の
多
数
意
見
な
ど
に
み
ら
れ
る
欧
米
の
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事
例
へ
の
言
及
は
、
こ
う
し
た
最
新
の
状
況
を
反
映
し
て
い
な
い

も
の
と
い
え
る
。

　
さ
て
、
も
う
一
度
、
わ
が
最
高
裁
判
所
の
一
九
九
五
年
の
合
憲

決
定
を
振
り
返
れ
ば
、
わ
が
最
高
裁
判
所
の
判
決
．
決
定
の
な
か

で
は
、
裁
判
官
の
見
解
が
分
か
れ
、
ま
た
様
々
な
考
え
方
が
表
明

さ
れ
た
決
定
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
違
憲
説
に
立
つ
反
対
意
見

が
五
人
の
裁
判
官
か
ら
表
明
さ
れ
、
ま
た
、
合
憲
説
の
一
〇
人
の

裁
判
官
の
う
ち
、
四
人
の
裁
判
官
か
ら
結
論
と
し
て
は
合
憲
だ
が
、

そ
の
合
憲
性
に
は
疑
念
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
見
方
が
示

さ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
一
九
七
〇
年
代

の
状
況
に
似
て
い
る
と
も
い
え
る
。
わ
が
最
高
裁
判
所
も
分
裂
の

時
期
を
経
て
違
憲
判
決
の
確
立
へ
と
向
か
う
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
の
は
あ
ま
り
に
希
望
的
な
観
測
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
静
岡
大
学
助
教
授
）
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